
 

（関連分野） 

防犯・防火 

（事業の名称） 

 防火安全対策の普及啓発事業 

（関係省庁名） 

総務省消防庁 

事業の概要 

（概要） 

  防火安全対策の周知徹底のため、消防用設備等の設置・維持、防火管理、住宅防火対

策等の知識を有する防火安全対策普及員を養成し、以下の訪問指導や普及啓発活動、相

談窓口設置、違反是正支援等を実施する。 

  ○ 百貨店等、多数の者が出入りする大規模施設における防火対策 

  ○ 雑居ビル等の火災発生時の危険性の高い施設の防火対策 

  ○ 住宅用火災警報器の普及をはじめとした住宅防火対策 

（実施規模） 

  対象とする防火対象物数、業務量等に応じて市町村の自由設計 

（事業例） 

 ◎ 防火安全対策普及員の派遣 

  ○ パンフレット等の配付 

  ○ 消防機関が実施する違反是正の支援 

  ○ 消防用設備等の効果的な設置方法、維持管理の指導 

  ○ 消防計画作成のアドバイス、消防訓練の指導 

 ◎ 相談窓口の設置 

  ○ 防火安全対策の相談対応 

  ○ 防火管理、消防用設備等の維持管理の相談対応 

（事業展開に必要となる事項・規制緩和など） 

制度改正：特になし 

（期待される効果） 

定性的効果：予定される事業の実施により防火対象物の防火安全確保、住宅用火災警報

器の設置促進等が図られる。 

（先行事例） 

 平成１３～１６年度の緊急地域雇用創出特別基金事業において、平成１３年９月の新宿

区雑居ビル火災を踏まえた雑居ビル等の防火安全対策のための普及啓発事業が実施されて

いる。 

（期間後の取扱い） 

 各市町村の判断により、独自事業として継続実施も考えられる。 

（関係省庁担当者連絡先） 

総務省消防庁予防課 課長補佐 三浦 / 係長 村井 

  電話番号：03-5253-7523 / ファックス：03-5253-7533 

 


